
証券コード　6545

平成29年６月９日

株　主　各　位
東京都中央区築地５丁目６番10号

株式会社インターネットインフィニティー

代表取締役社長 別 宮 圭 一

第13期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第13期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都港区西新橋１丁目15番１号

TKP新橋カンファレンスセンター４階

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第13期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の出席票を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申しあげます。

　なお、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://iif.jp）に掲載させていただき

ます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、

緩やかな景気回復の動きが見られた一方、中国をはじめとする世界経済の

減速懸念、英国のＥＵ離脱問題、米国新政権の政策動向の不確実性など、

依然として景気の先行きについては不透明な状況で推移いたしました。

当社の事業に関わる高齢社会に関連する市場は、高齢者の増加とともに

年々拡大しており、ヘルスケアサービスの需要がますます高まりつつあり

ます。また、１億総活躍社会の実現がうたわれる中で、健康寿命の延伸や

介護離職ゼロに向けた動きに注目が集まっております。一方、社会保障費

の増大による財政圧迫に対処すべく、社会保障と税の一体改革が進められ

ています。その一環として平成27年４月に行われた介護保険法改正に伴い、

介護予防訪問介護や介護予防通所介護の地域支援事業への移行が平成29年

３月末までに完了し地方自治体へ財源が移行されるとともに、新たな介護

予防への取り組みがスタートいたしました。

このような状況の中、当社は「健康な未来」というコーポレートスロー

ガンのもと、「創意革新と挑戦による、超高齢社会における課題解決」を

企業行動指針（ミッション）と位置づけ、短時間リハビリ型通所介護サー

ビス（デイサービス）「レコードブック」店舗ネットワークの拡大、及び

ケアマネジャー会員ネットワーク「ケアマネジメント・オンライン」を活

用したサービスの拡大に注力いたしました。また、新たな取り組みとして、

介護保険制度を使用しない元気高齢者を対象としたヘルスケア＆コミュニ

ティ「ＳＭＡＲＴ　ＴＩＭＥＳ」の展開を開始いたしました。

以上の結果、売上高は2,837,417千円（前期比16.9％増）、営業利益は

172,666千円（前期比44.8％増）、経常利益は146,438千円（前期比39.5％

増）、当期純利益は104,116千円（前期比47.5％増）となりました。
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セグメント別の業績概要は、以下のとおりです。

（ヘルスケアソリューション事業）

当事業年度において短時間リハビリ型通所介護サービス（デイサービ

ス）「レコードブック」の直営店を５ヵ所、フランチャイズを14ヵ所開設

しました。さらに直営店１ヵ所をフランチャイズ加盟店に譲渡し、また、

フランチャイズ加盟店２ヵ所を譲受けたことから、直営店が28ヵ所、フラ

ンチャイズが28ヵ所となりました。

この結果、売上高は1,556,931千円（前期比32.3％増）、営業利益は

230,468千円（前期比116.1％増）となりました。

（在宅サービス事業）

安定的な事業所運営をめざし、新規顧客の獲得や稼働率を高めるよう営

業活動に注力いたしました。

この結果、売上高は1,280,485千円（前期比2.4％増）、営業利益は333,207

千円（前期比15.9％増）となりました。

セグメント別売上高

事 業 区 分

第 12 期
（平成28年３月期）
（前事業年度）

第 13 期
（平成29年３月期）
（当事業年度）

前事業年度比
増減

金額(千円） 構成比( % ) 金額(千円） 構成比(%) 金額(千円）

ヘ ル ス ケ ア
ソリューション事業

1,176,496 48.5 1,556,931 54.9 380,435

在 宅 サ ー ビ ス 事 業 1,250,465 51.5 1,280,485 45.1 30,020

合 計 2,426,961 100.0 2,837,417 100.0 410,456

②　設備投資の状況

当事業年度に実施しました設備投資総額は133,820千円であります。そ

の主なものは、「レコードブック」店舗の新設等による建物及び附属設備

103,087千円、工具器具備品17,434千円であります。

③　資金調達の状況

当社は、平成29年３月21日の東京証券取引所マザーズ市場への株式上場

に伴い、公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに関連する第

三者割当増資により、総額193,089千円の資金調達を行いました。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 10 期

(平成26年３月期)
第 11 期

(平成27年３月期)
第 12 期

(平成28年３月期)

第 13 期
(当事業年度)
(平成29年３月期)

売 上 高(千円) 1,648,958 2,029,639 2,426,961 2,837,417

経 常 利 益(千円) △154,974 6,926 104,996 146,438

当 期 純 利 益(千円) △117,254 9,365 70,565 104,116

１株当たり当期純利益 (円) △113.25 9.05 68.15 97.96

総 資 産(千円) 691,437 915,612 977,093 1,465,272

純 資 産(千円) 79,180 88,546 159,111 486,318

１株当たり純資産 (円) 76.47 85.52 153.67 387.69

（注）１．１株当たり当期純利益は、普通株式の期中平均株式数により算出して

おります。

２．平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で

普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、第10期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１

株当たり純資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　　　　親会社及び子会社は存在しておりません。

(4) 対処すべき課題

　当社は、「健康な未来」というコーポレートスローガンのもと、「創意革

新と挑戦による、超高齢化社会における課題解決」を行う企業として、業容

の拡大と経営基盤の強化に取り組んでおります。

①　業容の拡大に向けた取り組み

イ．レコードブックの全国展開の加速

健康寿命の延伸や社会保障費の抑制に向け、介護予防分野への注目が高

まる中で、リハビリ型デイサービスの果たす役割に期待が寄せられていま

す。大きな成長の見込まれる当分野において、当社はレコードブックの出

店を加速することにより、早期のブランド確立及び浸透、マーケットシェ

アの拡大を図ります。あわせて、店舗を通じたヘルスケア関連商品の販売

等、介護保険外サービスの強化に向けたインフラとしてレコードブック店
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舗網を活用してまいります。

なお、店舗展開を加速するため、全国７大都市を中心に出店エリアを精

査し、地元企業や事業主をオーナーとするフランチャイズ方式での出店を

強化してまいります。また、当社とは異なるノウハウを保有する企業や、

地元に顧客基盤やブランドを有する企業等との提携による出店も進めてま

いります。

ロ．ケアマネジャー会員ネットワークの活用

当社の運営する「ケアマネジメント・オンライン」は平成29年３月末現

在約８万６千人のケアマネジャー登録会員を擁しており、当サイトの登録

会員を活用したビジネス展開の源泉となっております。シルバーマーケッ

トは、国内における数少ない成長産業であり、多くの競合企業の参入が見

込まれるなかで、当市場におけるマーケティングの重要性が益々高まって

おります。当社は、ケアマネジャー会員ネットワークを活用した新たなサ

ービスを開発し、このような成長機会を他社に先駆けて掴むことで、一層

の業容拡大を図ってまいります。

ハ．新規事業（保険外ヘルスケアサービス）の開発

増大する社会保障費が国家財政を圧迫しており、介護保険サービスの更

なる充実は期待しにくい環境にあります。一方、高齢者の価値観の多様化

により、従来の画一的な介護サービスではなく、自身に適した介護サービ

スを望む方が増加しており、介護保険外サービスに対するニーズが高まっ

ております。当社は、早期に当分野におけるビジネスモデルを確立し、高

齢者向けサービス領域の拡大及び新たなソリューションの開発に取り組ん

でまいります。

なお、介護保険外サービスは介護保険サービスと比較し、売上変動リス

クや信用リスクが高まることから、これらのリスクを低減するための取り

組みも重要な課題であると認識しております。

②　経営基盤の強化に向けた取り組み

成長を担う人材の確保・育成

業容の拡大に応じた専門性の高い人材の確保・育成は喫緊の課題であり、

株式上場による社会的信用力の強化を通じて優秀な人材の確保を図るとと

もに、育成と定着を目的とした教育研修体制や育成プログラムの充実・強

化を積極的に進めてまいります。
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　株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申

しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

　当社は、「健康な未来」というコーポレートスローガン（経営理念）に基

づき「創意革新と挑戦による、超高齢社会における課題解決」をミッション

とし、ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業を行っておりま

す。ヘルスケアソリューション事業においては、高齢者の健康寿命を延ばす

ための短時間リハビリ型通所介護サービス（デイサービス）「レコードブッ

ク」の運営を行うレコードブック事業、介護専門サイトの運営を通じて構築

したケアマネジャーネットワークを利用したシルバーマーケティング支援や

仕事と介護の両立支援等を行うＷｅｂソリューション事業等を行っておりま

す。また、在宅サービス事業においては、在宅高齢者の方々に各種介護保険

サービスを提供しております。

各事業の具体的な内容は次のとおりであります。

セグメント区分 事業 概要

ヘルスケア
ソリューション事業

レコードブック事業

要介護認定者や要支援認定者を対象
に、身体機能の維持・回復・改善や健康
寿命延伸を目的とした運動プログラム
の提供、を行う、短時間リハビリ型デイ
サービス「レコードブック」の運営

Ｗｅｂソリューション
事業

シルバーマーケティング支援サービス
・ケアマネジャー向けに、業務支援を目

的とした専門Ｗｅｂサイト「ケアマネ
ジメント・オンライン」を運営

・当サイト登録ケアマネジャー会員を介
した、アンケート等による定性・定量
調査や要介護高齢者へのサンプリン
グ等の実施、顧客企業のマーケティン
グリサーチ、プロモーション支援サー
ビス等の提供

仕事と介護の両立支援サービス
介護セミナー等の開催、介護情報Ｗｅ
ｂサイトの運営、介護コンシェルジュ
（電話やメールによるケアマネジャー
紹介、介護施設紹介、介護保険申請代
行等）をパッケージとした企業の福利
厚生サービス「わかるかいごｂｉｚ」
の提供

ケアサプライ事業

高齢者やその家族が必要とする生活支
援関連物品の販売
介護環境の整備に係る福祉用具貸与及
び特定福祉用具販売サービス、介護予防
福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用
具販売サービス、住宅改修サービスの提
供

新規事業
介護保険制度を使用しない高齢者向け
ヘルスケア＆コミュニティ「SMART　
TIMES」の運営
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セグメント区分 事業 概要

在宅サービス事業

居宅介護支援サービス

ケアマネジャーが、利用者及びその家族
の要望に応じ、必要な介護サービスの種
類・内容を織り込んだ介護支援計画(ケ
アプラン)を作成の上、介護サービスの
提供事業者との連絡調整等を行い、利用
者がスムーズに介護サービスを受ける
ことができるよう支援

訪問介護サービス

専任の訪問介護員(ホームヘルパー)が
要介護者または要支援者の家庭を訪問
し、入浴・排せつ・食事等の介護の他、
清掃・着替え・買い物等の日常生活上の
支援を行う介護サービス等の提供

通所介護サービス
（デイサービス）

要介護者または要支援者にデイサービ
スセンターに通っていただき、当該施設
において、入浴・排せつ・食事等の介
護、日常生活上のお世話の他、機能訓
練・レクリエーション活動など、自立支
援サービスの提供を行う介護サービス
の提供

(6) 主要な事業所及び店舗（平成29年３月31日現在）

本 社 東京都中央区

ヘ ル ス ケ ア
ソリューション事業

東京都、愛知県、大阪府、奈良県に全29店舗

在宅サービス事業 東京都、埼玉県、千葉県に全17事業所

(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

使 用 人 数 前 期 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

255(134)名 32(2）名増 34.4歳 3.0年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー）は（　）

内に外数で記載しております。尚、パートタイマーについては、 近１年間の平均

人員を算出し記載しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 145,016千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 124,050千円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 117,512千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 80,000千円

株 式 会 社 新 生 銀 行 20,000千円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　当社株式は、平成29年３月21日に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場

いたしました。

２．株式の状況（平成29年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 4,380,000株

(2) 発行済株式の総数 1,254,400株

(3) 株主数 1,001名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

別 宮 圭 一 369千株 29.4％

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 100 8.0

キ ユ ー ピ ー 株 式 会 社 60 4.8

藤 澤 　 卓 52 4.1

株 式 会 社 S B I 証 券 42 3.4

株 式 会 社 新 生 銀 行 39 3.1

山 田 知 輝 34 2.7

インターネットインフィニティー
従 業 員 持 株 会

32 2.6

株 式 会 社 日 本 ケ ア サ プ ラ イ 31 2.5

別 宮 　 均 26 2.1

（注）自己株式は保有しておりません。
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(5) その他株式に関する重要な事項

① 平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で株式

分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は、普通株式2,400,000

株になっております。

② 平成28年12月５日開催の臨時株主総会決議により、平成28年12月５日付で

機動的な資本政策を可能とするため定款の一部変更を行い、発行可能株式

総数は、普通株式4,380,000株となっております。

③ 新株予約権付社債の新株予約権行使に伴い、発行済株式の総数は60,000株

増加しております。

④ 平成29年３月17日を払込期日とする公募増資及び平成29年３月29日を払

込期日とする第三者割当増資により、発行済株式の総数は159,000株増加

しております。

⑤ 平成28年12月５日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行わ

れ、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
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３．新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況

第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成28年３月17日

新 株 予 約 権 の 数 460個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 92,000株 （注）１
(新株予約権１個につき200株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
         145,000円（注）１

(１株当たり725円)

権 利 行 使 期 間
平成30年３月18日から
平成38年３月17日まで

行 使 の 条 件 （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　460個
目的となる株式数 92,000株（注）1
保有者数　　　　　　　3名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　  -個
目的となる株式数　    -株
保有者数　　　　　　  -名

監 査 役
新株予約権の数　　　  -個
目的となる株式数　    -株
保有者数　　　　　　　-名

（注）１.平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成28年11月28日付で普通株式１

株を200株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株

式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「役

員の保有状況」が調整されております。

２.行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の

取締役、監査役又は従業員であることを要する。

②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株

式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできな

い。

③本新株予約権の一部行使はできない。

④本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 別 宮 　 圭 一

常 務 取 締 役 藤 澤 　 　 卓 事業本部長

取 締 役 星 野 　 健 治 管理本部長兼経営管理部長

取 締 役 渡 邊 　 龍 男

株式会社ワイヤレスゲート取締
役（監査等委員・社外）
株式会社オールアバウト常勤監
査役

常 勤 監 査 役 衣 川 　 信 也

監 査 役 後 藤 　 一 生

監 査 役 佐 藤 　 雅 彦 viola法律事務所所長

（注）１．取締役渡邊龍男氏は、社外取締役であります。

２．監査役衣川信也氏、後藤一生氏及び佐藤雅彦氏は、社外監査役であります。

３．平成28年６月28日開催の第12期定時株主総会において、佐藤雅彦氏が監査役に

新たに選任され、就任いたしました。

４．常勤監査役衣川信也氏及び監査役後藤一生氏は、以下のとおり、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役衣川信也氏は、長年にわたり事業会社の経理部門において、経理・

財務業務に携わってきた経験があります。

・監査役後藤一生氏は、長年にわたり事業会社の管理部門において、経理・財務

業務に携わってきた経験があります。

５．当社は、取締役渡邊龍男氏、監査役衣川信也氏、後藤一生氏及び佐藤雅彦氏の

４氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。

６．平成28年12月５日開催の臨時株主総会において、当社株式の譲渡制限の廃止を

決議し、同日をもって取締役及び監査役全員の任期が満了となったことに伴い、

上記取締役及び監査役全員が選任され、同日付でそれぞれ就任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており

ます。

(3) 取締役及び監査役の報酬等

　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

4名
（1）

37,775千円
（2,400）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

3
（3）

6,300
（6,300）

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

7
（4）

44,075
（8,700）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

２．取締役の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第12期定時株主総会において年

額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいてお

ります。

３．監査役の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第12期定時株主総会において年

額30,000千円以内と決議いただいております。
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役渡邊龍男氏は、株式会社ワイヤレスゲートの取締役（監査等委員・

社外）及び株式会社オールアバウトの常勤監査役であります。当社と兼

職先との取引関係はなく、特別の関係はありません。

・監査役佐藤雅彦氏は、viola法律事務所所長であります。当社と兼職先と

の取引関係はなく、特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 渡 邊 龍 男

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いた

しました。出席した取締役会において、事業会社の社外

役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全

般の観点から適宜発言を行っております。

監査役 衣 川 信 也

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また監

査役会12回の全てに出席いたしました。常勤監査役とし

て日々の監査を担当するとともに、出席した取締役会及

び監査役会において、事業会社の経理部門における豊富

な経験と見識に基づき、適宜発言を行っております。

監査役 後 藤 一 生

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また監

査役会12回のうち11回に出席いたしました。出席した取

締役会及び監査役会において、上場企業の役員として経

営に携わった経験と見識に基づき、適宜発言を行ってお

ります。

監査役 佐 藤 雅 彦

平成28年６月28日就任以降、当事業年度に開催された取

締役会17回及び監査役会12回の全てに出席いたしまし

た。出席した取締役会及び監査役会において、弁護士と

しての豊富な経験と見識に基づき、適宜発言を行ってお

ります。
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５．会計監査人の状況

(1) 名称　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

19,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務

として、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ.「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程

を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行

する。

ロ．代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設

置し、法令、通達、定款、社内規程及び社会規範等、職務の執行に当

たり遵守すべき具体的な事項についての浸透を図り、コンプライアン

ス違反を未然に防止する体制を構築する。

ハ．法令違反その他法令上の疑義のある行為等の早期発見を目的として内

部通報制度を設け、適切に対応する。

ニ．代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従い

各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監

査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

ホ．反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会

的勢力との一切の関係を排除するための体制の整備強化を図る。

へ．コンプライアンス違反者に対しては、「コンプライアンス規程」及び

「就業規則」等に基づき厳正に処分を行う。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報

ついては、法令及び「取締役会規程」、「文書管理規程」、「情報管

理規程」等の社内規程に基づき、適切に作成、保存、管理を行う。

ロ．取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるもの

とする。

－ 15 －

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスクの防止及び会社の損失の 小化を図ることを目的として「リス

ク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

ロ．内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取

締役社長に報告する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会は、定款及び「取締役会規程」に基づき運営し、原則として

毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関

する機動的な意思決定を行う。

ロ．取締役及び各部門の責任者が出席する経営会議を毎週開催し、各部門

からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の把握に努め

るとともに、職務執行上の重要事項について協議する。

ハ.「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、必要

な範囲で権限を委譲し、責任の明確化を図ることで業務の迅速性・効

率性を確保する。

ニ．中期経営計画を実現するための計数目標として予算を策定し、各取締

役及び各部門は、その目標に向けて職務を執行し、取締役会はその実

績を管理する。

⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事

項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査役が職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）

を置くことを求めた場合は、取締役は適切な人材を配置する。

ロ．補助使用人は監査役の指揮命令に従い、取締役の指揮命令からの独立

性を確保する。

ハ．補助使用人の人事評価及び人事異動については、監査役の同意を得た

上で決定する。

⑥　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、当該報告したことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況の把握のために、

取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じて業務執

行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び従業員に対して説明を求
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めることができるものとする。

ロ．取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事実が発生し、又は

発生するおそれがあるとき、或いは、取締役及び使用人による違法又

は不正行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。

ハ．内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する報告を行ったことを理

由として不利な取扱いを行わない。

⑦　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

　監査役がその職務の執行のための費用等の前払又は償還等を請求した

ときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた

場合を除き、当該請求に速やかに応じる。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役は、代表取締役社長、会計監査人と随時情報・意見交換を実施

できる。

ロ．監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要に応じ

て追加監査の実施等を求めることができる。

ハ．監査役は、取締役及び使用人に対し、必要に応じて随時監査への協力

を求めることができる。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

①　重要な会議の開催

　全取締役及び監査役出席のもと、取締役会を毎月及び臨時で開催し、

法令又は定款に定められた事項及び経営上の重要事項を意思決定する

とともに、取締役の職務執行の意思決定を監督しております。また、常

勤取締役、常勤監査役及び各部門長出席のもと、経営会議を毎週開催

し、各部門の職務執行状況の報告を受けるとともに、各部門の課題及び

リスクの分析、対応策の協議を行っております。

②　コンプライアンス

　役職員が法令等を遵守した行動をとるために、役職員に対しコンプラ

イアンスに関する研修を適宜実施しました。また、内部監査室は、各部

門の職務執行が法令、定款、社内規程等に準拠し適正に行われているか

を監査し、代表取締役社長及び監査役に定期的に報告しております。更

に、万一コンプライアンス違反が発生した場合にも、早期に発見し適切

に対処することを目的として内部通報制度を設け、社内及び社外の通

報・相談窓口を社内ポータルサイトに掲載することなどにより役職員に

周知しております。

③　監査役監査

　監査役は、監査方針を含む監査計画に基づき、取締役会や経営会議等

の重要な会議への出席、稟議書や契約書等の重要書類の閲覧、事業所へ

の往査、代表取締役との面談、役職員へのヒアリング等により、取締役

の職務執行の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査を行って

おります。また、原則月1回監査役会を開催し、監査役間の情報共有に基

づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行っており

ます。

７．会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,031,250 流 動 負 債 807,542
現 金 及 び 預 金 442,984 買 掛 金 11,267
受 取 手 形 13,970 短 期 借 入 金 350,000
売 掛 金 504,495 １年内返済予定の長期借入金 91,747
原材料及び貯蔵品 2,637 １年内償還予定の社債 15,000
前 払 費 用 48,120 リ ー ス 債 務 5,123
繰 延 税 金 資 産 17,247 未 払 金 109,807
そ の 他 3,220 未 払 費 用 50,788
貸 倒 引 当 金 △1,426 未 払 法 人 税 等 71,559

固 定 資 産 434,022 未 払 消 費 税 等 3,890
有 形 固 定 資 産 295,916 前 受 金 23,185
建 物 318,397 預 り 金 50,943
構 築 物 263 前 受 収 益 6,459
車 両 運 搬 具 6,083 賞 与 引 当 金 17,770
工具、器具及び備品 40,176 固 定 負 債 171,411
リ ー ス 資 産 49,116 社 債 5,000
減価償却累計額及び
減 損 損 失 累 計 額

△118,121 長 期 借 入 金 66,121

無 形 固 定 資 産 19,874 リ ー ス 債 務 38,429
の れ ん 2,672 長 期 未 払 金 18,552
ソ フ ト ウ エ ア 12,266 資 産 除 去 債 務 27,659
そ の 他 4,935 長 期 前 受 収 益 15,649

投資その他の資産 118,231 負 債 合 計 978,954
出 資 金 10 （ 純 資 産 の 部 ）
長 期 前 払 費 用 17,037 株 主 資 本 486,318
差 入 保 証 金 92,043 資 本 金 211,170
繰 延 税 金 資 産 3,138 資 本 剰 余 金 196,170
そ の 他 6,001 資 本 準 備 金 196,170

利 益 剰 余 金 78,977
その他利益剰余金 78,977

繰越利益剰余金 78,977
純 資 産 合 計 486,318

資 産 合 計 1,465,272 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,465,272
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,837,417

売 上 原 価 2,012,330

売 上 総 利 益 825,086

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 652,419

営 業 利 益 172,666

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3

受 取 手 数 料 740

受 取 補 償 金 250

そ の 他 270 1,264

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,448

社 債 利 息 697

上 場 関 連 費 用 12,194

そ の 他 2,151 27,492

経 常 利 益 146,438

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,817

事 業 譲 渡 益 8,244

違 約 金 収 入 5,180 15,242

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 813 813

税 引 前 当 期 純 利 益 160,867

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 61,308

法 人 税 等 調 整 額 △4,557 56,750

当 期 純 利 益 104,116
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 99,625 84,625 84,625 △25,139 △25,139 159,111 159,111

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 96,544 96,544 96,544 193,089 193,089

転換社債型新株予
約権付社債の転換

15,000 15,000 15,000 30,000 30,000

当 期 純 利 益 104,116 104,116 104,116 104,116

当期変動額合計 111,544 111,544 111,544 104,116 104,116 327,206 327,206

当 期 末 残 高 211,170 196,170 196,170 78,977 78,977 486,318 486,318
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　　　　　　移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　３年～18年

構築物　　　　　　　　　　15年

車両運搬具　　　　　２年～４年

工具、器具及び備品　２年～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用）　５年以内

商標権　　　　　　　　　　10年

のれん　　　　　　　　　　５年

③　リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額

を計上しております。

－ 22 －
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(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税

及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

　ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し５年間で均

等償却しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に

適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償

却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

３．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日)を当事業年度から適用しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,254,400株

－ 23 －
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 5,483千円

減損損失 2,921

前受収益 7,640

繰延消費税等 1,276

未払事業税 6,451

資産調整勘定 1,359

資産除去債務 8,469

その他 7,762

繰延税金資産小計 41,364

評価性引当額 △15,697

繰延税金資産合計 25,667

繰延税金負債

資産除去債務 △5,281

繰延税金負債合計 △5,281

繰延税金資産の純額 20,386
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、事業計画に基づき、所要資金を金融機関からの借入や社債の発行等によ

り調達しております。余資の運用については短期的な預金等に限定しております。

なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である売掛金は、主に介護保険制度に基づく債権であり、その大半が国

民健康保険団体連合会等公的機関に対する債権であるため、リスクは僅少でありま

す。その一部は利用者に対する債権であり、これには利用者の信用リスクが存在し

ておりますが、１件当たりの金額が少額かつ利用者の数が多いことからリスクは分

散されております。また、Ｗｅｂソリューション事業の取引先に対する売掛金及び

受取手形は信用リスクに晒されております。

　賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒さ

れております。

　営業債務である買掛金、短期借入金、未払金、未払費用等は、ほとんど１ヵ月以

内の支払期日であります。長期借入金及び社債は、事業活動に必要な資金の調達を

目的にしたものであり、返済日は 長で決算日後４年であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

　Ⅰ.信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　売掛金は、販売管理規程及び与信管理規程に従い、担当部署が入金状況を定期

的にモニタリングし、回収懸念の早期把握を行うことによりリスク低減を図って

おります。

　Ⅱ.市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　借入金、社債は、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスク

の早期把握を図っております。

　Ⅲ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

　事業計画及び各部署からの報告に基づき、適時に資金計画を作成・更新すると

ともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する

ことがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは

含まれておりません((注)２.参照)。

貸借対照表計上額
（ 千 円 ）

時 価
（ 千 円 ）

差 額
（ 千 円 ）

(1) 現 金 及 び 預 金 442,984 442,984 －

(2) 受 取 手 形 13,970 13,970 －

(3) 売 掛 金 504,495

貸倒引当金(※１) △1,426

503,069 503,069 －

(4) 差 入 保 証 金 92,043 83,627 △8,416

資 産 計 1,052,067 1,043,651 △8,416

(1) 買 掛 金 11,267 11,267 －

(2) 短 期 借 入 金 350,000 350,000 －

(3) 未　払　金(※２) 86,378 86,378 －

(4) 未 払 費 用 50,788 50,788 －

(5) 未 払 法 人 税 等 71,559 71,559 －

(6) 未 払 消 費 税 等 3,890 3,890 －

(7) 預 り 金 50,943 50,943 －

(8) 社　　　債(※３) 20,000 20,061 61

(9) 長期借入金(※４) 157,868 157,839 △28

(10) リース債務(※５) 43,552 47,173 3,620

(11) 長期未払金(※６) 41,981 41,542 △438

負 債 計 888,230 891,445 3,214

(※１)売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(※２)未払金は１年内支払予定の長期未払金の金額を除いております。

(※３)流動負債の１年内償還予定の社債を含めて表示しております。

(※４)流動負債の１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(※５)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。

(※６)長期未払金は１年内支払予定の長期未払金の金額を含め、未払金から除いておりま

す。
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（注）１.金融商品の時価の算定方法

資　産

(１)現金及び預金、(２)受取手形、(３)売掛金

　これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(４）差入保証金

　差入保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りを基礎とした

合理的な割引率で割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

(１）買掛金、（２）短期借入金、（３）未払金、（４）未払費用、（５）未払法人税等、

(６）未払消費税等、（７）預り金

　これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(８）社債

　社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

(９）長期借入金、（10）リース債務、（11）長期未払金

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入、リース取引又は割賦契約を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

出 資 金 10

　出資金については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどが

できず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めており

ません。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たりの純資産額 387円69銭

(2) １株当たりの当期純利益金額 97円96銭

（注）当社は、平成28年10月31日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成28年11月28

日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。当事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たりの純資産額及び１株当たりの

当期純利益金額を算定しております。

８．重要な後発事象に関する注記

　　該当事項はありません。

９．その他の注記

　　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年５月23日

株式会社インターネットインフィニティー

　　取　締　役　会　御中　

有限責任監査法人トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 野 　 満 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 村 　 篤 

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社インター

ネットインフィニティーの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第１

３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国

において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は

誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す

る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその

附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係

る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第13期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するため

に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使

用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

平成２９年５月２６日

株式会社インターネットインフィニティー　監査役会

常勤監査役（社外監査役）　衣　川　信　也　㊞

監　査　役（社外監査役）　後　藤　一　生　㊞

監　査　役（社外監査役）　佐　藤　雅　彦　㊞

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都港区西新橋１丁目15番１号

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター　４階
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